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祉サービス基準第２条第16号又は指定障害者支援施設基 祉サービス基準第２条第16号又は指定障害者支援施設基

準第２条第15号に掲げる常勤換算方法をいう。以下同じ 準第２条第15号に掲げる常勤換算方法をいう。以下同じ

。）で１人以上配置しているものとして都道府県知事又 。）で１人以上配置しているものとして都道府県知事又

は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、 は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、

指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の 指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の

単位の利用定員に応じ、１日につき、所定単位数を加算 単位の利用定員に応じ、１日につき、所定単位数を加算

する。ただし、ロの常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)又はハの する。ただし、ロの常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)を算定し

常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している場合は、算定 ている場合は、算定しない。

しない。

２ ロについては、看護職員を常勤換算方法で２人以上配 ２ ロについては、看護職員を常勤換算方法で２人以上配

置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け 置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け

出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣 出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣

が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当 が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当

該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、１日につき 該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、１日につき

、所定単位数を加算する。ただし、ハの常勤看護職員等 、所定単位数を加算する。

配置加算(Ⅲ)を算定している場合は、算定しない。

３ ハについては、看護職員を常勤換算方法で３人以上配 （新設）

置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け

出た指定生活介護事業所等において、２人以上の別に厚

生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った

場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、

１日につき、所定単位数を加算する。

４ イからハまでについては、１の注５の⑴に該当する場 ３ イ及びロについては、１の注５の⑴に該当する場合は

合は、算定しない。 、算定しない。

４～７ （略） ４～７ （略）

７の２ 重度障害者支援加算 ７の２ 重度障害者支援加算 ７単位

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 50単位 （新設）

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) ７単位 （新設）

注１ イについては、２のイの人員配置体制加算(Ⅰ)及び３の （新設）

２のハの常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している指定

生活介護事業所等であって、重症心身障害者が２人以上



- 24 -

利用しているものとして都道府県知事又は市町村長に届

け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等

を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。

２ ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届 として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護

け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等 事業所等（指定障害者支援施設等を除く。以下この７の２

を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。 において同じ。）において、指定生活介護等の提供を行っ

た場合に、１日につき所定単位数を加算する。

３ ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活 ２ 重度障害者支援加算が算定されている指定生活介護事業

介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める施設 所等において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村 しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た

長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生 指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定め

労働大臣が定める者が、第８の１の注１の⑵に規定する る者が、第８の１の注１の⑵に規定する別に厚生労働大臣

別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に が定める基準を満たしている利用者に対し、指定生活介護

対し、指定生活介護等を行った場合に、更に１日につき 等を行った場合に、更に１日につき180単位を加算する。

所定単位数に180単位を加算する。ただし、当該厚生労 ただし、当該厚生労働大臣が定める者１人当たりの利用者

働大臣が定める者１人当たりの利用者の数が５を超える の数が５を超える場合には、５を超える数については、算

場合には、５を超える数については、加算しない。 定しない。

４ 注３の加算が算定されている指定生活介護事業所等に ３ 注２の加算が算定されている指定生活介護事業所等につ

ついては、当該加算の算定を開始した日から起算して18 いては、当該加算の算定を開始した日から起算して90日以

0日以内の期間について、更に１日につき所定単位数に5 内の期間について、更に１日につき所定単位数に700単位

00単位を加算する。 を加算する。

５ イ及びロについては、指定障害者支援施設等が施設入 （新設）

所者に指定生活介護等を行った場合は加算しない。

８～13 （略） ８～13 （略）

13の２ 就労移行支援体制加算 13の２ 就労移行支援体制加算

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

注 指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた 注 指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた

後就労（第13の１の注２に規定する指定就労継続支援Ａ型 後就労（第13の１の注２に規定する指定就労継続支援Ａ型

事業所等への移行を除く。）し、就労を継続している期間 事業所等への移行を除く。）し、就労を継続している期間

が６月に達した者（以下この注において「就労定着者」と が６月に達した者（以下この注において「就労定着者」と


